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令和３年度「介護サービス情報の公表」計画 

 

新潟市福祉部介護保険課 

 

第１ 全体計画 

１ 目的 

本計画は、新潟市内の介護サービス事業者が提供する介護サービスに係る介護サービス情報（「基本

情報」及び「運営情報」）の報告、受理、公表に係る事務を効率的かつ円滑に実施するため、介護保険

法施行令第３７条の２の３等に基づき、報告計画及び情報公表計画を一体のものとして定めるものとす

る。 

 

２ 計画の策定者 

計画の策定者は、新潟市長とする。 

 

３ 基本的事項 

（１）計画の基準日 

令和３年４月１日とする。 

 

（２）計画の対象期間 

計画の対象期間は令和３年４月１日から令和４年３月３１日までとする。 

 

（３）情報の公表の対象となる介護サービス 

令和３年度の情報の公表の対象となる介護サービスは、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第

３６号。以下「施行規則」という。）第１４０条の４３に規定される介護サービスとし、別表１のとお

りとする。 

 

（４）情報の報告の義務が生じる介護サービス事業所又は施設 

本計画において、情報の報告の義務が生じる介護サービス事業所又は施設（以下「公表対象事業所」

という。）は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１５条の３５及び施

行規則第１４０条の４４に基づき次のとおりとする。 

ア：令和３年４月１日現在で指定又は許可（以下「指定等」という。）を受けており、計画の基準日前

１年間（令和２年４月１日から令和３年３月３１日）において、施行規則第１４０条の４４各号に掲

げる基準に該当しない介護サービス事業所又は施設（以下「既存公表対象事業所」という。） 

イ：令和３年４月１日から令和４年３月３１日までに指定等を受け、新たに情報の公表の対象となる介

護サービスの提供を開始しようとする介護サービス事業所又は施設（以下「新規公表対象事業所」と

いう。） 

なお、新規公表対象事業所は、運営情報の報告の義務はないものとする。 
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（５）介護サービスを一体的に運営している場合の報告 

下記表１の各区分において、二つ以上の介護サービスを一体的に運営していると認められる場合には、

一体として報告するものとする。 

 

表１ 

区分 サービス種別 

ア 訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

イ 訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護 

ウ 訪問看護、介護予防訪問看護、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 

エ 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション 

オ 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護 

カ 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション 

キ 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）、特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム（外

部サービス利用型））、地域密着型特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）、介護予防

特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）、介護予防特定施設入居者生活介護（有料老人

ホーム（外部サービス利用型）） 

ク 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）、特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム（外

部サービス利用型））、地域密着型特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）、介護予防

特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）、介護予防特定施設入居者生活介護（軽費老人

ホーム（外部サービス利用型）） 

ケ 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅））、特定施設入

居者生活介護（有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅） （外部サービス利用型））、

地域密着型特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅））、

介護予防特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅））、介

護予防特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅）（外部サ

ービス利用型）） 

コ 福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売 

サ 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、複合型サービス（看護小規 

模多機能型居宅介護） 

シ 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 

ス 介護福祉施設サービス、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護 

セ 介護保健施設サービス、短期入所療養介護（介護老人保健施設）、介護予防短期入所療養介

護（介護老人保健施設） 

ソ 介護療養施設サービス、短期入所療養介護（介護療養型医療施設）、介護予防短期入所療養

介護（介護療養型医療施設） 

タ 介護医療院サービス、短期入所療養介護（介護医療院）、介護予防短期入所療養介護（介護

医療院） 



3 
 

（６）既存公表対象事業所及び新規公表対象事業所以外の介護サービス事業所の取扱い 

既存公表対象事業所及び新規公表対象事業所以外の事業所も任意で報告を行うことを可能とし、任意

で報告を行う旨を申し出た事業所がある場合は、公表対象事業所に準じて取扱うこととする。 

 

（７）介護サービスの提供の休止・再開、廃止の取扱い 

ア：介護サービスの提供を休止・再開した場合 

（Ａ） 公表対象事業所で計画の対象期間中に介護サービスの提供を休止した場合、休止中は報告の

義務がないものとし、休止届の受理が公表前の場合は公表を行わないこととする。また、既に公表し

ている介護サービス情報がある場合はこれを非公表とする。ただし、休止から令和４年３月３１日ま

でに再開した場合は公表対象事業所と同様に取り扱う。 

（Ｂ） 令和２年度中に休止し、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までに再開した場合で、

令和２年４月１日から休止までの間に介護サービスの対価として支払を受けた金額が１００万円を

超えていた場合は、既存公表対象事業所と同様に取り扱う。 

（Ｃ） 令和２年度中に休止し、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までに再開した場合で、

令和２年４月１日から休止までの間に介護サービスの対価として支払を受けた金額が１００万円以

下の場合は、新規公表対象事業所と同様に取り扱う。 

（Ｄ） 令和２年度以前から休止し、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までに再開した場合

は、新規公表対象事業所と同様に取り扱う。 

イ：介護サービスの提供を廃止する場合 

公表対象事業所で計画の対象期間中に介護サービスの提供を廃止する場合、市が廃止届等を受理した

時点で報告の義務がないものとし、廃止届等の受理が公表前の場合は公表を行わないこととする。ま

た、既に公表している介護サービス情報がある場合はこれを非公表とする。 

 

 

第２ 報告計画 

１ 目的 

公表対象事業所が介護サービス情報を報告するまでの業務に係る計画を報告計画として定める。 

 

２ 報告内容の時点 

原則、記入日現在の内容を報告する。ただし、別の指示がある場合は、それに従い報告する。 

 

３ 報告書の提出等 

（１） 提出方法 

公表対象事業所は、厚生労働省が管理する「介護サービス情報報告システム」（以下「報告システム」

という。）にて、基本情報調査票及び運営情報調査票（新規公表対象事業所は運営情報調査票を除く。

以下「報告書」という。）のデータを直接入力し送信することにより、報告書を提出する。 

 

（２） 手数料の納付 

公表対象事業所は、介護サービス情報の公表の実施に当たって、あらかじめ手数料を所定の納付書に
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より、指定の期日までに納付することとする。なお、納付された手数料は次の場合を除き返還しない。 

ア：納付後から報告書の提出までの間に、廃止届等が新潟市長に受理された場合 

イ：納付後から報告書の提出までの間に、休止届が新潟市長に受理され、その後事業の休止が継続し、

令和４年３月３１日までに再開しない場合 

※ 公表事務手数料：４，５００ 円 

なお、新潟市介護保険法関係手数料条例及び新潟市介護保険法関係手数料条例施行規則の規定により、

第１－３－（５）表１に定める各区分内において二つ以上の介護サービスを一体的に運営していると認

められる場合は１件とみなす。 

 

（３） 介護サービス情報の報告期限 

ア：既存公表対象事業所 

令和３年９月末日までとする。 

イ：新規公表対象事業所 

指定等の日の属する月の翌月の末日までとする。ただし、令和３年７月３１日以前が指定等の日であ

る場合は令和３年９月末日までとする。 

 

４ 報告書の受理 

（１） 審査 

公表対象事業所から提出された報告書について、報告書の記入漏れ等の不備について審査する。報告

書に不備があった場合は、公表対象事業所に対して報告書の訂正及び再提出を求めることとする。 

 

（２） 手数料の納付の確認 

公表対象事業所からの手数料の納付状況について確認を行う。 

 

（３） 受理の開始時期及び受理決定 

各公表対象事業所の報告期限の２週間前から、報告書の審査を完了し、手数料の納付を確認し次第、

報告書の受理を決定し、情報公表計画のとおり公表を行う。 

 

 

第３ 情報公表計画 

１ 目的 

公表対象事業所から報告を受けた介護サービス情報を、インターネットにて公表するまでの業務を情

報公表計画として定める。 

 

２ 公表の方法等 

（１） 公表方法 

厚生労働省が管理する「介護サービス情報公表システム」により公表を行うものとする。 

 

（２） 公表内容 
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ア：既存公表対象事業所 

基本情報、運営情報及び事業所の特色 

イ：新規公表対象事業所 

基本情報及び事業所の特色 

※介護職員等特定処遇改善加算を取得（予定）している事業所 

 基本情報「介護報酬の加算状況」及び事業所の特色「賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容」 

 

（３） 介護サービス情報の公表月 

ア：既存公表対象事業所 

令和３年９月から報告書の受理決定後、随時公表を行う。 

イ：新規公表対象事業所 

報告の提出を受けた月から報告書の受理決定後、随時公表を行う。 

 

３ 公表情報の更新 

基本情報及び運営情報の報告に基づく介護サービス情報の追加・変更・削除を随時行い、公表情報

を更新する。なお、本年度の公表計画に基づく公表対象事業所以外の事業所の公表情報は、当該年度

の全ての公表対象事業所の情報の公表が完了したときに、これを非公表とする。 

 

４ 公表後の介護サービス情報の変更等 

（１） 基本情報の変更 

公表対象事業所は、基本情報の内容に変更がある場合は、報告システムにて変更内容を入力したうえ

で、速やかに介護サービス情報（基本情報）変更報告書を提出することとする。ただし、調査による確

認を受けた基本情報項目については、市が認めた場合に限り変更することができるものとする。 

 

（２） 運営情報の訂正 

運営情報項目は、報告誤りの場合に限り訂正を行うことができるものとする。 

運営情報の内容に訂正の必要があるときは、公表対象事業所は、報告システムにて訂正入力したうえ

で、報告書の控え等を基に書面で朱書き訂正し、速やかに介護サービス情報（運営情報）訂正報告書を

提出することとする。ただし、調査による確認を受けた運営情報項目については、公表対象事業所の報

告により訂正することはできないものとする。 

 

（３） 事業所の特色の変更 

事業所の特色の内容に変更がある場合は、公表対象事業所が報告システムで修正し登録することによ

り随時変更を行うこととする。 

 

 

第４ 苦情等の対応 

（１） 苦情対応窓口の設置 

介護サービス利用者等及び介護サービス事業者からの苦情に対応する窓口を市に設置して、苦情対応
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の経過を記録する。 

 

（２） 介護サービス利用者等からの苦情対応 

介護サービス利用者等から公表情報に関する苦情を受けた場合は、公表対象事業所に対して照会し確

認するものとする。 

ア：公表対象事業所から適切な説明が得られた場合、公表対象事業所は介護サービス利用者等に対して

説明を行うものとする。 

イ：公表対象事業所から適切な説明が得られない場合、公表対象事業所に対して、必要に応じて調査の

実施を検討し、報告内容の是正を命ずるものとする。 

 

（３） 公表対象事業所からの苦情対応 

公表対象事業所からの苦情については、適宜適切な対応を行うものとする。 

 

 

 

（別表１） 

居宅サービス １ 訪問介護 

２ 訪問入浴介護 

３ 訪問看護 

４ 訪問リハビリテーション 

５ 通所介護 

６ 通所リハビリテーション 

７ 短期入所生活介護 

８ 短期入所療養介護（施行規則第１４条第４号に掲げる診療所に係るものを除く。） 

９ 特定施設入居者生活介護（養護老人ホームに係るものを除く。） 

１０ 福祉用具貸与 

１１ 特定福祉用具販売 

地域密着型サ

ービス 

１ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

２ 夜間対応型訪問介護 

３ 地域密着型通所介護 

４ 認知症対応型通所介護 

５ 小規模多機能型居宅介護 

６ 認知症対応型共同生活介護 

７ 地域密着型特定施設入居者生活介護（養護老人ホームに係るものを除く。） 

８ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

９ 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 

居宅介護支援 



7 
 

 

 

（別表２） 

公表対象事業所等一覧 

略 

（新潟市ホームページ 「健康・医療・福祉」／「介護」／「介護に関するお知らせ」／「介護サービ

ス情報の公表について」 に掲載) 

 

施設サービス １ 介護福祉施設サービス 

２ 介護保健施設サービス 

３ 介護療養施設サービス（健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第

８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとさ

れた同法第２６条の規定による改正前の介護保険法第４８条第１項第３号の指定

を受けている介護療養型医療施設をいう。） 

４ 介護医療院サービス 

介護予防サー

ビス 

１ 介護予防訪問入浴介護 

２ 介護予防訪問看護 

３ 介護予防訪問リハビリテーション 

４ 介護予防通所リハビリテーション 

５ 介護予防短期入所生活介護 

６ 介護予防短期入所療養介護（施行規則第２２条の１４第４号に掲げる診療所に係

るものを除く。） 

７ 介護予防特定施設入居者生活介護（養護老人ホームに係るものを除く。） 

８ 介護予防福祉用具貸与 

９ 特定介護予防福祉用具販売 

地域密着型介

護予防サービ

ス 

１ 介護予防認知症対応型通所介護 

２ 介護予防小規模多機能型居宅介護 

３ 介護予防認知症対応型共同生活介護 


